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第２部：各論 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１：元気で健康な状態を維持する 
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基本目標１ 

元気で健康な状態を維持する 
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１ 医療と介護の連携 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医を持ち、家族の病歴を意識しながら、自分の

健康状態を把握し管理していくこと、また、医療と介護の両方を必要とする状態

になった高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、医療サービスと介護サービスが切れ目なく一体的に提供する

ことを目的に関係機関の連携を推進することが重要となっています。 

そこで、2017 年（平成 29 年）に逗葉地域医療センターに設置された逗葉地域

在宅医療・介護連携相談室を中心として地域の医療・介護の関係機関・関係団体

等と協力・連携してまいります。 

逗葉地域在宅医療・介護連携相談室は、地域の医療と介護に関わる機関と連携

し、医療・福祉関係の専門職とのつながりを中心に、体制強化や在宅療養者支援

に取り組んでまいります。 

さらに、日頃からの介護保険事業所、かかりつけ医との連携のもと、短期入所

生活介護事業所において看取り介護が行われた場合、「短期入所生活介護看取り加

算金」を事業所に交付することでいざという時に病院や施設ではなく、短期入所

生活介護事業所での看取りができるという選択肢を町民に提供し、医療と介護の

連携推進を図るとともに、人生の最期を自宅で迎えることへの支援をしてまいり

ます。 

 

【在宅医療・介護連携の推進】 

 

イ 地域の医療・介護の資源の把握 ・介護サービス情報マップ、逗葉地域医療マップの作

成。 

ロ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と

対応策の検討 

・逗葉地域在宅医療・介護連携相談室の運営。 

・多職種連携会議（三師会・医療関係者・福祉関係者・

住民）の実施。 

ハ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の

連携体制の構築推進 

・逗葉地域在宅医療・介護連携相談室の運営。 

・訪問看護事業所の稼動。 

ニ 医療・介護関係者の情報共有の 

支援 

・逗葉地域在宅医療・介護連携相談室の運営。 

 

ホ 在宅医療・介護連携に関する相談支

援 

・逗葉地域在宅医療・介護連携相談室の運営。 

・地域包括支援センターの増設による機能強化。 

ヘ 医療・介護関係者の研修 ・逗葉地域在宅医療・介護連携相談室の運営。 

ト 地域住民への普及啓発 ・各種シンポジウムへの支援。 

・広報等による周知。 

チ 在宅医療・介護連携に関する関係市

区町村の連携 

・横須賀・三浦二次医療圏における在宅医療・介護連

携推進事業に関する情報交換会議を実施。 
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２ 介護予防事業 

①介護予防把握事業 

医療機関、町内会・自治会、民生委員・児童委員等地域住民、地域包括支援セ

ンター、本人・家族等からの相談・情報提供による把握を行ってまいります。 

 

②介護予防普及啓発事業 

介護予防活動の普及・啓発を行います。 
 

１）高齢者元気はつらつ教室 

【事業内容】 

運動機能の低下が見られる高齢者に対しての運動機能評価、運動の集団指導

を行い、高齢者の運動器の機能向上を目的に実施します。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ参加人数 269 298 300 
 
【取り組みの方向】 

介護予防事業を推進するため、今後とも事業を継続させていきます。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ参加人数 300 300 300 

 

２）訪問型介護予防事業 

【事業内容】 

地域包括支援センターと連携し、閉じこもり、認知症等のある高齢者宅に訪

問し、日常の介護等の相談を受けます。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ参加人数 11 10 10 
 
【取り組みの方向】 

介護予防事業を推進するため、今後とも事業を継続させていきます。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ参加人数 10 10 10 
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３）介護予防運動教室 

【事業内容】 

介護予防事業を推進するため、運動器具を用いる運動を行う介護予防運動教

室を実施します。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ参加人数 684 672 672 
 
 

【取り組みの方向】 

毎月２回、半年コースで介護予防運動教室を実施します。  

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ参加人数 720 720 720 

 

４）介護予防水中歩行教室 

【事業内容】 

介護予防事業を推進するため、効果的な水中歩行教室を実施します。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ参加人数 － － 160 
 
 

【取り組みの方向】 

毎月２回、半年コースで介護予防運動教室を実施します。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ参加人数 160 160 160 
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３ 介護予防ケアマネジメント事業 

要支援１、２の方及び事業対象者は地域包括支援センターで介護予防ケアプラ

ンを作成します。その後、事業の実施（サービスの提供）が行われ、その効果等

を評価します。 
 

介護予防・予防給付に関するケアマネジメント事業 

サービスの提供はその期間を限定し、具体的な目標をたて心身の状況や生活

機能が低下した原因に応じた総合的、効果的な支援計画を作成します。 

そして一定期間経過後に目標の達成状況を評価し、必要に応じて支援計画の

見直しを行います。 

 

４ 包括的・継続的マネジメント事業 

主任ケアマネジャーが中心となって実施する、他職種協働や地域の関係機関・

社会資源（ボランティア等）との連携によるケアマネジメントの支援を目的とし

た事業で、ケアマネジャーに対する相談・指導・助言等及び包括的・継続的ケア

体制の構築等を行います。 
 

（１）日常的個別指導・相談 

地域のケアマネジャーに対し、ケアプランの作成技術を指導し、サービス担

当者会議の開催を支援するなど、専門的な見地からの個別指導・相談への対応

を行います。 

また、必要に応じて、地域包括支援センターの他の職種や関係機関とも連携

し、事例検討会や研修、制度や施策等に関する情報提供を実施します。  

 

 

 

（２）支援困難事例等への指導・助言 

ケアマネジャーが抱える支援困難事例について、地域包括支援センターの他

の職種や地域の関係者、関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し、

指導・助言等を行います。 
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（３）包括的・継続的なケア体制の構築 

施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医

療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域のケアマネジャーと関係

機関の間の連携を支援します。 

また、ケアマネジャーが地域における様々な社会資源を活用できるよう、地

域の連携・協力体制を整備します。 

 

（４）地域におけるケアマネジャーのネットワークの形成 

ケアマネジャー相互の情報交換等を行う場を設定するなどケアマネジャーの

ネットワークを構築します。 

 

 

５ 外出支援事業 

70 歳以上の町民を対象に、公共交通機関への補助を行い、町民の外出支援を行

います。 

町民アンケートによると、一般高齢者の 47.1％が週２～４回の外出、35.3％が

週５回以上の外出をしており、本町の高齢者は比較的健康な方の割合が高くなっ

ています。 

そこで、公共交通機関での外出に対する補助を行うことで、健康な状態の維持

を図ることとします。 
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基本目標２ 

地域でお互い助け合いながら暮らしていく 
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１ 地域福祉活動への支援 

高齢者を「支える側・支えられる側」といった立場で区別するのではなく、介

護予防・生活支援・社会参加を一体的に融合させることが、地域包括ケアシステ

ム構築に向けた地域づくりの中核となっています。 

地域住民と行政、社会福祉協議会等が協働し、公的な体制による支援とあいま

って、地域や個人が抱える生活課題を解決していける「我が事・丸ごと」の包括

的な支援体制を構築するため、第１層・第２層生活支援コーディネーターを中心

に協議体を開催することで地域課題を把握し地域のつながりを創出していくとと

もに、地域ケア会議の開催により孤立する住民への支援を行ってまいります。 

本町では、社会福祉協議会が住民の困りごとを住民とともに解決する事を基本

とするコーディネーターとして「はやま住民福祉センター」を立ち上げ、地域福

祉活動を推進しております。 

また、日常生活に根ざした支援活動を行う小地域福祉活動が、社会福祉協議会

支援のもと行われています。 

元気な高齢者が支え手となりお互いさまの地域づくりを行うため、今後社会福

祉協議会との連携を更に深め、地域福祉活動への支援を行ってまいります。 
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２ 生活支援協議体・コーディネーターの設置 

要支援者は掃除や買い物などの生活行為の一部が難しくなってきていますが、

排泄、食事摂取などの身の回りの行為は自立している方が多い状況です。 

このような要支援者の状態を踏まえると、支援する側と支援される側という画

一的な関係性ではなく、地域とのつながりを維持しながら、有する能力に応じた

柔軟な支援を受けていくことで、自立意欲の向上につながると期待されておりま

す。 

生活支援サービスの充実に向け、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・

発掘等の地域資源の開発やネットワーク化が必要になっており、その担い手とし

て市町村ごとに「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」を設置する

ことが求められております。 

本町では、地域福祉活動の支援を行ってきた社会福祉協議会と協議し、第７期

計画期間中に町内８圏域（小地域福祉活動推進組織設置圏域）に対し第２層生活

支援協議体を設置した上で、生活支援コーディネーターの配置を目指してまいり

ます。 
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【生活支援コーディネーター、協議体】 

（１）生活支援コーディネーター 

地域での支え合い・助け合いを広めていく（創出・充実、拡大とネットワー

ク化を行う）人材です。特別な資格要件はありません。 

 

（２）協議体 

住民主体の組織で、生活支援コーディネーターを補佐して、それぞれの分野

で助け合い活動を創出し、拡大していきます。 

 

 

                    生活支援コーディネーター 

 

                          協議体  

 

（３）１層・２層協議体 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第２層 

第１層の構築 

・事務局 

・町全体の方向性、第２層協議体との調整 

第２層の構築 

・葉山町内各地域での地域資源情報の収集 

・葉山町内各地域での課題の抽出及びその 

対応策の検討 

・上記業務について第１層コーディネーター 

への報告 

【連携】 

第１層 
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【葉山町地域福祉推進プランにおける日常生活圏域と第２層協議体設置圏域】   

   圏域名 

 

地区名 

あいさつ圏域

（目安） 

民生委員活動圏

域 

町内会・自治会活

動圏域 

小地域福祉活動推進

組織設置圏域 

（生活支援協議体 

設置圏域） 

木古庭地区 ８か所 ３か所 １か所 

上山口地区 11か所 ３か所 １か所 

下山口地区 12か所 ３か所 １か所 

一色地区 42か所 13か所 ９か所 １か所 

堀内地区 39か所 15か所 12か所 １か所 

葉桜地区 13か所 ４か所 １か所 

イトーピア地区 ８か所 ３か所 １か所 

長柄下地区 ３か所 １か所 １か所 

１か所 

長柄地区 13か所 ３か所 １か所 

（葉山町地域福祉推進プランにおける日常生活圏域） 

・あいさつ圏域（50～100世帯程度） 

 物理的にも精神的にも距離が近く、人と人の継続したかかわりがある、又は作ることができる圏域。 

・民生委員活動圏域（200～300世帯程度） 

 民生委員・児童委員が相談支援を行う圏域。 

・町内会・自治会活動圏域（100～1,400世帯程度） 

 住んでいる人が「わが町」と思えて組織的な活動が可能な圏域。 

・小地域福祉活動推進組織設置圏域 

  単一又は複数の町内会・自治会からなる圏域で、地区社会福祉協議会方式やボランティアセンタ

ー方式、町内会福祉部方式の小地域福祉活動推進組織を設置する圏域。 

  地域性が共通しており、地域の福祉活動や活動方針の合意などでまとまりやすい特徴があります。 
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【日常生活圏域と第２層協議体・生活支援コーディネーター】 

地区名 日常生活圏域 協議体 
生活支援コーディネ

ーター 

木古庭地区 

１圏域 

１か所 

１人 上山口地区 １か所 

下山口地区 １か所 

一色地区 １か所 １人 

堀内地区 

１圏域 

１か所 １人 

葉桜地区 １か所 

１人 

イトーピア地区 １か所 

長柄下地区 

１か所 

長柄地区 
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３ 地域ケア会議の開催 

【事業内容】 

地域には様々な課題が発生しており、困難事例も年々増加しております。 

地域ケア会議は、介護事業者、地域住民、対象者家族などが個別ケースの支

援内容の検討をし、高齢者個人に対する支援の充実を実現するとともに、地域

課題を抽出し、その地域課題を地域づくり・社会資源の開発や施策等の充実に

つなげていきます。 

また、生活支援サービスの充実のため、社会福祉協議会と連携して地域ケア

会議の場を通じて社会資源の開発を目指していくこととします。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

開催数 ４ ２ ４ 

 
【取り組みの方向】 

    地域での様々な課題について、個別ケースへの検討を通した地域課題の抽  

出を行い、地域づくり・社会資源の開発、施策の充実を図ります。   

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

開催数 ６ ６ ６ 
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４ 生きがいミニデイサービス事業 

【事業内容】 

地域の人たちとの交流を通じて、介護予防、生きがいづくり、住民同士のつ

ながりをつくる事業を実施する地域ボランティアグループを支援する事業です。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ参加人数 4,991 5,130 5,500 

 
【取り組みの方向】 

   介護予防に資する地域福祉活動の一環として、今後とも事業を実施していき

ます。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ参加人数 6,000 6,500 7,000 

 

５ 貯筋運動 

（地域づくりによる介護予防推進支援事業） 
【事業内容】 

地域住民が主体となり、行政による技術的な支援のもと、貯筋運動による介

護予防事業を実施し、地域づくりと介護予防を行う事業です。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

実施団体 － ３ 10 
 
【取り組みの方向】 

   介護予防に資する地域福祉活動の一環として、今後とも事業を実施していき

ます。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

実施団体 15 20 25 
 

※貯筋運動は、住民主体の地域づくりに介護予防事業が合わさった全国的なモデル事業であり、

地域での支え支えられの関係性の構築を目指す事業です。 
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６ 総合事業における多様なサービスの創出 

 

（１）訪問介護・通所介護 

要支援者等の多様な生活支援ニーズに対して、予防給付のうち訪問介護、通所介

護については、総合事業において多様なサービスを提供することが可能となってい

ます。 

本町では、2017 年（平成 29 年）４月より総合事業を実施しており、第７期計画期

間中に基準緩和したサービス、住民主体サービス等多様なサービスを創出してまい

ります。 

特に、要支援・要介護認定者は外出回数が減り、サロンへの参加が困難になると

いう傾向があることから、訪問型サービスＤでの外出支援を新たに創設することと

します。 

 

予防給付         総合事業 

（全国一律の基準） 

             現行の訪問介護 

       訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

  訪問介護       訪問型サービスＢ（住民主体による支援） 

             訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）  

             訪問型サービスＤ（移動支援） 

 

             現行の通所介護 

通所介護       通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

             通所型サービスＢ（住民主体による支援）  

             通所型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

 

  



80 

 

【現行相当の訪問型サービス】 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 641 654 667 

 

【現行相当の通所型サービス】 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,075 1,096 1,117 

 

【介護予防ケアマネジメント】 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,843 1,935 2,032 

 

 

【訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）】 

 社会福祉協議会及び町内介護保険事業所と調整しながら、第７期計画期間中の整備を目指します。 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

実施団体 ０ １ １ 

 

【訪問型サービスＢ（住民主体による支援）】 

 社会福祉協議会及び町内住民福祉団体と調整しながら、第７期計画期間中の支援を目指します。 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

実施団体 ０ １ １ 

 

【訪問型サービスＤ（移動支援）】 

 地域の福祉有償運送事業所へ委託し、要支援者及び総合事業対象者の通所型サービスＢ及び一般介護予

防事業サロンへの送迎を行います。 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

実施団体 １ １ １ 

 

 

【通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）】 

 町内介護保険事業所と調整しながら、第７期計画期間中の整備を目指します。 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

実施団体 ０ １ １ 
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【通所型サービスＢ（住民主体による支援）】 

 社会福祉協議会及び町内住民福祉団体と調整しながら、第７期計画期間中の支援を行います。 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

実施団体 １ ２ ３ 

 

【通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）】 

 町内介護老人保健施設に委託し、３か月をめどの生活機能改善プログラムを要支援者及び総合事業対象

者に行います。 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

実施団体 １ １ １ 
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（２）一般介護予防事業 

 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と

人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進してい

きます。 

  

【一般介護予防事業】 

社会福祉協議会と協働し、第２層協議体で議論しながら一般介護予防事業として誰でも参加できる居場

所作りを行ってまいります。 

 

（３）多様なサービスの創出について 

 基準緩和サービス、住民主体のサービス、一般介護予防事業については、生活支援第２層協議体に

おける地域での様々な議論の中で必要な支援体制を構築してまいります。 

 

【具体的な対応策】 

・行政、社会福祉協議会が一体となって取り組む第２層協議体の開催を通じて地域ニーズを把握し、地域

住民の活動意欲を促進し、必要に応じ間接経費の補助、広報活動による周知を行います。 

・社会福祉協議会、ＮＰＯ団体、町内介護保険事業所と調整し、基準緩和サービスの開発に向けて議論を

促進します。 

・事業の運営については、行政、社会福祉協議会が一体となって住民団体の役員会等に参加し必要な助言

を行うことで活動支援を行います。 
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７ 高齢者虐待防止への取り組み 

近年、家族や親族などが高齢者の人権を侵害する「高齢者虐待」が問題となっ

ており、その種類には、身体的虐待、心理的虐待、介護・世話の放棄など様々で

す。 

2006 年（平成 18 年）4 月からは、虐待を防止するための高齢者虐待防止法が施

行されており、本町では 2011 年度（平成 23 年度）に葉山警察署に対し通報時に

速やかに対応できるよう、休日夜間を含めた連携体制を確認しております。 

今後は、高齢者虐待防止パンフレットを作成し、高齢者虐待の通報や届出窓口

を住民に周知してまいります。 

更に、高齢者虐待の防止と要援護者支援を円滑に進めるため、地域包括支援セ

ンターを中心に関係機関が連携し、総合相談、早期発見、見守り、サービス提供

による介入等を行うためのネットワークの整備を図るとともに、養護者の介護負

担を軽減するため、在宅サービスの充実等に努めます。 

施設での高齢者虐待防止対策としましては、これまで特別養護老人ホーム及び

介護老人保健施設で高齢者の権利擁護について研修会を実施してまいりましたが、

今後も施設等に対し研修会を実施していきます。 

また、成年後見制度につきましては、高齢者が尊厳ある生活を維持するために

社会福祉協議会と連携し、相談・利用支援及び普及・啓発を行っていきます。 

 

 

高齢者虐待防止法による高齢者虐待の定義 

１ 身体的虐待：高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。 

２ 介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の 

同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 

３ 心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 

４ 性的虐待：高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

５ 経済的虐待： 養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該

高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 
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８ 災害時における対策 

東日本大震災等の巨大地震や集中豪雨による風水害等、近年の高齢者等の被災

状況を踏まえ、災害時における要援護高齢者の避難支援として、葉山町地域防災

計画のもと、関係機関の連携により、安全な避難誘導や支援体制を構築していく

必要があります。 

本町では、災害時に避難所での生活が困難である重度の在宅高齢者等を施設に

一時避難させるため、町内の特別養護老人ホームや介護老人保健施設と、2008 年

（平成 20 年）に協定を締結するとともに、高齢者をこれらの施設まで搬送するた

め、葉山町社会福祉協議会が所有する車両を使用する協定も締結しています。 

また、2011 年（平成 23 年度）からは地域の実情を把握している民生委員・児

童委員協議会に対し、民生委員活動の一助になるよう 65 歳以上単身高齢者リスト

を提供してきました。 

今後は、町防災部局が作成する災害時要援護者リストを活用し消防本部、警察

署、民生委員・児童委員、町内会、自治会等と連携しながら、災害発生時に適切

な避難誘導や安否確認を実施するための体制整備に努めるとともに、町内居宅介

護支援事業所等と災害時における対応等について検討していきます。 
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９ 社会参加の促進 

行政による公的サービスの充実と合わせて地域の福祉課題の解決に向け、民生

委員・児童委員、町内会・自治会等との連携した取り組みが求められています。 

多くの高齢者にこれまでの知識や経験を生かして防犯活動、交通安全活動、町

内会・自治会活動など様々な取り組みにご尽力いただいており、町ではそのため

の環境整備に努めてきました。 

 

高齢者の方々は交通安全や防災、防犯、福祉など様々な分野で重要な役割を担

っており、今後さらなる活動の活性化のために、高齢者がこれまでの豊富な知識

や経験を生かしてご参加いただけるよう支援していきます。 

 

 

１）老人クラブへの活動支援 

【事業内容】 

老人クラブ活動への支援を行い、ボランティア活動、生きがい活動と健康づ

くりなどの活動を行っています。 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者が地域で生きがいを持って暮らしていけるよう、老人クラ

ブの活動支援を行っていきます。 

 

２）老人クラブ補助金交付事業 

【事業内容】 

18 の単位クラブ及び老人クラブ連合会に対して、その運営をより充実させる

ため助成を行っています。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

交付先団体数 20 18 18 
 
【取り組みの方向】 

18 の単位クラブ及び老人クラブ連合会に対して、その運営をより充実させる

ため助成を行っていきます。 

老人クラブの役員の負担軽減、加入しやすい環境を作るため、町内各地に設

置する第２層協議体において協議してまいります。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

交付先団体数 18 18 18 
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３）ねんりんふれあいの集い事業（芸能大会） 

【事業内容】 

60 歳以上の高齢者を対象に高齢者の親睦を図るため、毎年７月の第１週の水

曜日に老人クラブ連合会主催の芸能大会を行っています。 
 
【取り組みの方向】 

今後も高齢者の親睦を図るため、毎年７月の第１週の水曜日に老人クラブ連

合会主催の芸能大会を行っていきます。 

 

４）ねんりんふれあいの集い事業（いこいの日事業） 

【事業内容】 

福祉文化会館に 60 歳以上の高齢者が集まり、保健師あるいは看護師による健

康・介護予防・疾病予防の受講や、相互の親睦を図るなど、介護予防と住民の

交流を深める事業です。１回あたり 70 名程度の参加を見込み、毎月２回実施し

ます。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

開催数 24 21 22 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者の健康・介護予防・疾病予防及び相互の親睦を図るため、

１回あたり 70 名程度の参加を見込んで毎月２回実施していきます。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

開催数 22 22 22 

 

５）ねんりんふれあいの集い事業（囲碁・将棋練習会） 

【事業内容】 

老人クラブ好友会が中心となり、福祉文化会館に 60 歳以上の高齢者が集まり、

毎週３日（木・土・日（第４土曜日は休み））相互の親睦を図るため囲碁・将棋

練習会を行っています。 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者の相互交流・親睦を図るため、毎週３日（木・土・日（第

４土曜日は休み））福祉文化会館で囲碁・将棋練習会を行っていきます。 
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６）ねんりんふれあいの集い事業（社交ダンス教室） 

【事業内容】 

高齢者の生きがい活動の支援及び相互交流を図るため、原則毎週月曜日に福

祉文化会館で 60 歳以上の高齢者を対象にダンス教室を行っています。（年４回、

発表会も行っています。） 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ参加人数 2,830 2,433 2,500 

延べ利用回数    51    49    50 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者の生きがい活動の支援及び相互交流を図るため、原則毎週

月曜日に福祉文化会館でダンス教室を行っていきます。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ参加人数 2,500 2,500 2,500 

延べ利用回数    50    50    50 

 

７）ねんりんふれあいの集い事業（スポーツ（リズム体操）教室） 

【事業内容】 

高齢者の介護予防及び相互交流を図るため、原則第２・第４月曜日に体操の

講師を呼び、福祉文化会館で 60 歳以上の高齢者を対象にリズム体操を行ってい

ます。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ参加人数 505 455 480 

延べ利用回数  27  23  24 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者の介護予防及び相互交流を図るため、原則第２・第４月曜

日に体操の講師を呼び、福祉文化会館で 60 歳以上の高齢者を対象にリズム体操

を行っていきます。 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ参加人数 480 480 480 

延べ利用回数  24  24  24 
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８）高齢者くつろぎの場事業 

【事業内容】 

高齢者の心身の健康の保持を目的に、余暇と団体行動の場として８か所の町

内会館・自治会館を８のつく日に開放しています。 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者の心身の健康の保持を目的に余暇と団体行動の場として８

か所の町内会館・自治会館を８のつく日に開放します。 

 

９）趣味の作品展 

【事業内容】 

日頃の趣味活動から生まれた作品（手芸品、写真、絵画、書道等）を福祉文

化会館に展示しています。（年１回、３日間開催） 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、老人クラブの活動支援の一環として年 1 回、3 日間開催します。 

 

10）歩こう会 

【事業内容】 

高齢者の介護予防及び相互交流を図るため、年２回（春・秋）町内を散歩す

る会を老人クラブ連合会主催で、60 歳以上の高齢者を対象に行っています。 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者の介護予防及び相互交流を図るため、年２回（春・秋）町

内を散歩する会を老人クラブ連合会主催で、60 歳以上の高齢者を対象に行って

いきます。 
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10 就業の支援 

１） 就労支援 

【事業内容】 

シルバー人材センターでは、高齢者が生きがいを持って生活することを目的

に、おおむね 60 歳以上の人を対象に、家庭や事業所、公共団体などから有償で

仕事をうけ、これを登録した会員に斡旋しており、高齢者に働く機会を提供し

ています。 
 
【取り組みの方向】 

今後とも、シルバー人材センターを通じ、高齢者の就労支援を行っていきま

す。 
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基本目標３ 

認知症になっても 

安心して暮らせるまちをつくる 
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１ 認知症について理解する 

町民アンケートの結果によると、要介護認定が必要となる最も大きな原因は認

知症（アルツハイマー病等）となっています。介護予防のためにも認知症を正し

く理解し、早めに医療機関に相談することが大切です。 

年齢相応の物忘れは誰にでも訪れてくるものであり、認知症を正しく知ること

で、認知症を恐れず張り合いのある生活を目指していきます。 

そこで、早期発見・早期対応システムの１つとして、単なる物忘れか、認知症

による物忘れかを確認する、認知症簡易チェックサイトを活用しております。 

本町では、第６期計画期間中に町福祉課及び地域包括支援センターに配置した

認知症地域支援推進員を中心に認知症普及啓発パンフレット、認知症ケアパスに

より広く町民に認知症の理解促進を図ってまいります。 

さらに、認知症の初期の段階で医師を中心としたチームで対応する認知症初期

集中支援チームによる認知症の早期発見・早期対応を行い、認知症の人を含む高

齢者に優しい地域づくりを推進していきます。 

 

２ 認知症ケアパス、認知症初期集中支援チーム、 

  認知症地域支援推進員 

認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、

「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環

境で暮らし続けることができる社会」の実現するためには、ケアの流れを変える

必要があります。 

そこで、本町では、2017 年度（平成 29 年度）に策定した認知症の状態に応じ

た適切なサービス提供の流れをまとめた「認知症ケアパス」を町民全体に普及さ

せることで、認知症に対するケアの流れについて周知してまいります。 

また、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の２つ目の柱である「認

知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供」の早期診断・早期対応の

体制整備のため、2017 年度（平成 29 年度）に設置した「認知症初期集中支援チ

ーム」の本格稼動を行います。 

「認知症初期集中支援チーム」は、認知症の早期段階で認知症の鑑別診断を行

い、速やかで適切な医療・介護等が受けられるチームによる体制となっておりま

す。 



92 

 

認知症に対する必要な医療・介護及び生活支援を行うサービス機関が有機的に

連携したネットワークを形成し、効果的な支援体制を構築することで、認知症ケ

アの向上を図るための取組を推進する役目を担う「認知症地域支援推進員」を中

心として認知症に対する総合的な支援を行ってまいります。 

 

【認知症初期段階での相談体制】 

 

 本人 

 家族 

 民生委員     （相談・対応）      （必要に応じて）   

 町内会 等    地域包括支援センター   認知症初期集中支援チーム 

          福祉課          

 医療・介護 

の関係機関 

 

 

（１）認知症初期集中支援チーム（地域包括支援センター・福祉課） 

 

医師、保健師等の複数の専門職が、民生委員等の地域住民や家族から

の相談により認知症が疑われる方及びその家族を訪問し、アセスメント

を行った上で認知症の初期段階での支援を包括的・集中的（６か月）に

行い、認知症を抱える本人及び家族の自立支援を行ってまいります。 

訪問件数としては１月１件程度を見込んでおり、訪問事例については

その都度、初期集中支援チーム員会議を開催し、評価・モニタリングを

実施します。 

認知症初期集中支援チームの活動実績については、平成 30 年度に設置

予定の認知症支援検討会（仮称）で検討を重ね、支援内容の充実を図っ

てまいります。 

（人） 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

医師 １ １ １ 

保健師・看護師 ５ ６ ６ 

社会福祉士 １ ２ ２ 

主任ケアマネジャー １ ２ ２   
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（２）認知症地域支援推進員（地域包括支援センター・福祉課）  

 

地域からの相談に応じ、医療機関や介護保険の申請につなげる、また、

必要に応じ認知症初期集中支援チームにつなげていく役割を担う人材を

地域包括支援センター・福祉課に配置し、認知症の初期段階での支援を

行ってまいります。 

 

（人） 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

保健師・看護師 ５ ６ ６ 

社会福祉士 １ ２ ２ 

主任ケアマネジャー １ ２ ２ 

 

 

※ 認知症初期集中支援チームの「初期」には、①認知症の発症後のステージとしての病気の

早期段階の意味だけでなく、②認知症の人へかかわりの初期（ファーストタッチ）の意味

も持ちます。 

つまり、対象となる認知症の人は初期とは限らず、中期であっても医療や介護との接触が

これまでなかった人も含まれます。 

また、「集中」の意味は、概ね６か月を目安に本格的な介護チームや医療につなげていく

ことを意味しています。 
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要介護   認定あり 

サービス  利用なし 

要介護 認定なし     

未 受診 

葉山町 認知症初期集中支援チームの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本人・家族・民生委員等からの相談 関係機関からの相談 

相談受付（包括支援センター・福祉課等） 

認知症初期集中支援チームの訪問決定 

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、町福祉課） 

チーム員会議の開催 ～今後の支援方法の決定～ 

認知症初期集中支援チーム員～認知症サポート医、町福祉課、 

包括支援センター職員（主任ケアマネジャー、保健師、看護師、社会福祉士）等 

 

 

 

訪問終了 

初回家庭訪問（認知症初期集中支援チーム員、認知症地域支援推進員） 

 

 

 
情報収集 

  初期集中支援 

  の実施 

 

 

アセスメント 

チーム員会議 ～初期集中支援終了の決定～ 

認知症初期集中支援チームの終了 

引き継ぎのモニタリング 

アセスメント 情報共有 

受診奨励・誘導 チーム員による支援 

（継続訪問等） 

介護保険等のサービス利用の奨励・誘導 

初回支援 
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３ 認知症予防事業の実施 

１）認知症予防教室 

【事業内容】 

認知症予防に効果的な運動（コグニサイズ）を実施しております。 

実績値 
平成２７年度 

（実績） 

平成２８年度 

（実績） 

平成２９年度 

（見込み） 

延べ参加人数 292 272 320 
 

【取り組みの方向】 

自宅で取り組むことの出来る認知症予防に資する運動（コグニサイズ）の普

及を図るため、事業を継続していきます。 

目標値 
平成３０年度 

（見込み） 

平成３１年度 

（見込み） 

平成３２年度 

（見込み） 

延べ参加人数 320 320 320 

 

２）認知症講演会 

【事業内容】 

認知症の早期発見、早期予防を目的として、外部講師に依頼し認知症講演会

を実施しております。 

実績値 
平成２７年度 

（実績） 

平成２８年度 

（実績） 

平成２９年度 

（見込み） 

延べ参加人数 100 289 300 
 

【取り組みの方向】 

今後とも認知症施策推進のため事業を継続していきます。 

目標値 
平成３０年度 

（見込み） 

平成３１年度 

（見込み） 

平成３２年度 

（見込み） 

延べ参加人数 300 300 300 

  



96 

 

３）徘徊高齢者ＳＯＳネットワークシステム 

【事業内容】 

認知症（徘徊）高齢者の家族の希望により、警察や各行政関連機関、交通機

関などが連絡を取り合って、徘徊高齢者を早期に発見してご家族のもとに帰す

ことを目的としています。 

実績値 
平成２７年度 

（実績） 

平成２８年度 

（実績） 

平成２９年度 

（見込み） 

登録者数（人数） 22 17 25 
 

【取り組みの方向】 

警察、地域包括支援センター、公共交通機関、他自治体などと連絡を取り合

い、徘徊高齢者を早期発見し、ご家族のもとに帰れるよう徘徊高齢者ＳＯＳネ

ットワークの充実に努めます。 

目標値 
平成３０年度 

（見込み） 

平成３１年度 

（見込み） 

平成３２年度 

（見込み） 

登録者数（人数） 28 31 34 

 

４）認知症サポーター養成講座 

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのため各種団体と調整し、認

知症の人と家族への応援者である認知症サポーター養成講座を開催していきま

す。 

目標値 
平成３０年度 

（見込み） 

平成３１年度 

（見込み） 

平成３２年度 

（見込み） 

サポーター数 

（延べ人数） 
854 924 1,004 

 

５）認知症カフェ                            

認知症のご本人・家族・地域住民・専門職など誰もが参加でき、交流を図り、

社会とつながることができる場である認知症カフェを町内認知症対応型通所介

護事業所及び地域包括支援センターが主催して開催します。 

目標値 
平成３０年度 

（見込み） 

平成３１年度 

（見込み） 

平成３２年度 

（見込み） 

開催数（回） 10 15 20 

 

６）家族への支援 

住み慣れた自宅での生活を継続していくためには、本人のみならず家族介護

の軽減が求められます。 

そこで、認知症高齢者を介護する家族への支援として、地域包括支援センタ

ー、社会福祉協議会等と協働で家族介護者の集い、家庭介護教室を実施してい

きます。 
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７）市民後見人の育成、支援組織の体制整備 

市民後見人の育成については、今後他市町村の取り組み状況の情報収集に努

め、第７期計画期間中はその育成・支援組織の体制整備について検討してまい

ります。 
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基本目標４ 

年齢を重ね介護が必要な状態となっても 

可能な限り、葉山町で暮らしていける  

まちとする 
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１ ひとり暮らし高齢者等への支援体制 

2017 年（平成 29 年）10 月１日時点の葉山町における 65 歳以上単身世帯は 2,441

世帯となっており、全世帯数 14,377 世帯に対し 17.0％となっております。（2014 年

（平成 26 年）10 月１日時点では、15.8％） 

今後、高齢化率の進展に伴い、ますます単身高齢者世帯、あるいは高齢者のみ世帯

が増加すると見込まれます。 

本町では、民生委員・児童委員、町看護師を中心に、75 歳以上のひとり暮らしの

高齢者（要支援・要介護認定者を除く）への訪問活動を行い、高齢者の健康状態の把

握に努めています。 

またひとり暮らしの高齢者は普段自立した生活を送っていても、急な体調悪化の際

に必要な援助が求められない場合があるため、緊急通報システムや、配食サービスに

おける安否確認などのサービスの充実を図ります。 

 

１）緊急通報システム 

【事業内容】 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者、または家族の事情により、ほぼ通年日

中ひとり暮らしとなる高齢者等で、貸与機器が設置できる電話回線を有し、身体上慢

性疾患等により日常生活上注意を要する状態にある者に対し、緊急通報システム装置

を無償で貸与してきました。 

実績値 
平成 27年度 
（実績） 

平成 28年度 
（実績） 

平成 29年度 
（見込み） 

延べ利用者数 1,253 1,428 1,380 

 
【取り組みの方向】 

今後も引き続き対象者に対し緊急通報システムを貸与していき、普及推進を図りま

す。 

目標値 
平成 30年度 
（見込み） 

平成 31年度 
（見込み） 

平成 32年度 
（見込み） 

延べ利用者数 1,400 1,400 1,400 
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２）配食サービス 

【事業内容】 

食事をつくることが困難な在宅の高齢者及び重度障害者（以下「高齢者等」という。）

の世帯に食事を配達することによって、高齢者等の食生活の改善及び安否確認を行い

ます。 

実績値 
平成 27年度 
（実績） 

平成 28年度 
（実績） 

平成 29年度 
（見込み） 

延べ利用者数 485 433 470 

 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者等の食生活改善、安否確認事業として継続していきます。 

目標値 
平成 30年度 
（見込み） 

平成 31年度 
（見込み） 

平成 32年度 
（見込み） 

延べ利用者数 480 480 480 

 

 

３）生活支援型デイサービス 

【事業内容】 

介護保険には該当しないが、生活支援が必要と認められるおおむね 65 歳以上の高

齢者に対し、日中施設で機能低下の防止訓練、入浴や食事のサービスを提供していま

す。（週 1 回まで） 

実績値 
平成 27年度 
（実績） 

平成 28年度 
（実績） 

平成 29年度 
（見込み） 

延べ利用者数 127 84 48 

 
【取り組みの方向】 

今後とも、介護予防事業推進のため事業を継続させていきます。 

目標値 
平成 30年度 
（見込み） 

平成 31年度 
（見込み） 

平成 32年度 
（見込み） 

延べ利用者数 48 48 48 
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４）無料入浴サービス事業 

【事業内容】 

ひとり暮らしのため不安がある、設備的にも危険が伴うなどの理由で入浴が思い通

りにできない方々を対象に、福祉文化会館で、看護師が入浴前後の身体チェックを行

い、入浴してもらうことで、安全で衛生的な生活の一助とし、介護を予防する事業と

して行っています。 

実績値 
平成 27年度 
（実績） 

平成 28年度 
（実績） 

平成 29年度 
（見込み） 

延べ利用者数 695 746 816 

 
【取り組みの方向】 

今後とも、介護予防事業推進のため事業を継続させていきます。 

目標値 
平成 30年度 
（見込み） 

平成 31年度 
（見込み） 

平成 32年度 
（見込み） 

延べ利用者数 850 900 950 
 

 

５）在宅高齢者住宅改修助成事業 

【事業内容】 

介護保険制度や障害者施策に該当しない 65 歳以上の町内在住の高齢者に対し、住

み慣れた住宅で安全で快適な生活が送れるよう必要な住宅改修に要する費用の一部

（工事費の２分の１を上限 10 万円まで）を助成しています。 

実績値 
平成 27年度 
（実績） 

平成 28年度 
（実績） 

平成 29年度 
（見込み） 

延べ利用者数 ５ ６ ５ 

 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者福祉施策の一環として事業を継続させていきます。 

目標値 
平成 30年度 
（見込み） 

平成 31年度 
（見込み） 

平成 32年度 
（見込み） 

延べ利用者数 ５ ５ ５ 
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６）戸別ごみ収集（「家庭ごみふれあい収集」事業） 

【事業内容】 

身体機能の低下によってごみ出しができない、かつ身近な人などの協力が得られな

い高齢者に対し、クリーンセンターの職員が家まで戸別収集に行き、安否確認をして

います。（週１回） 

実績値 
平成 27年度 
（実績） 

平成 28年度 
（実績） 

平成 29年度 
（見込み） 

利用者数（年度末） 16 20 16 

 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者のごみ出し支援、安否確認を行うため必要な者への支援を行って

まいります。 

目標値 
平成 30年度 
（見込み） 

平成 31年度 
（見込み） 

平成 32年度 
（見込み） 

利用者数（年度末） 20 20 20 

 

７）養護老人ホームへの措置 

【事業内容】 

原則 65 歳以上で、環境上の理由及び経済的理由で居宅での生活が困難な方が入所

できる施設です。町の措置決定があれば入所できます。 

実績値 
平成 27年度 
（実績） 

平成 28年度 
（実績） 

平成 29年度 
（見込み） 

利用者数（年度末） ５ ４ ３ 

 
【取り組みの方向】 

今後とも、高齢者の居住の安心を図る観点から、必要な者への支援を行ってまいり

ます。 

目標値 
平成 30年度 
（見込み） 

平成 31年度 
（見込み） 

平成 32年度 
（見込み） 

利用者数（年度末） ５ ５ ５ 
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２ 要援護高齢者の把握 

要介護者等の実態を、毎月の介護認定審査会と合わせて、健診等の高齢者向け事業

や、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医師、民生委員・児童委員、介護サー

ビス事業者等の関係機関の連携により把握していきます。 

要介護状態に陥るおそれのある高齢者についても、地域包括支援センターを中心に、

関係事業や関係機関と連携しながら実態把握を目指します。 

介護給付対象サービス及び地域支援事業の供給事業者については、ケアマネジャー、

介護サービス事業者との情報交換や近隣の自治体との連携を取ることにより、各サー

ビスの供給量の把握を行います。 

 

 

 

 

３ 日常的な見守り活動や助け合い活動の推進 

地域包括支援センター、民生委員・児童委員、社会福祉協議会などによる活動等、

各種活動のネットワークづくりを強化し、要援護者に対する日常的な見守り活動や、

助け合い関係づくりを推進していきます。 

また、75 歳以上の要支援・要介護認定を受けていない単身高齢者に対し、町看護

師が訪問し必要な支援につなげる等、見守り活動を引き続き行ってまいります。 
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４ 介護給付等費用適正化事業 

介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足ない

サービスを事業者が適切に提供できるような体制を構築します。 

 

（１）ケアマネジメント適正化推進事業 

 

要支援認定者に対し適切なアセスメント（課題把握）が十分に出来ているのかを検

証し、独自に開発した効果的なケアマネジメントプロセスに対するチェックシートに

より地域課題の発見・把握機能の強化を図り、地域包括支援ネットワークの構築を図

ってまいります。 

本事業の特徴として、行政からの一方的な指導ではなく行政・地域包括支援センタ

ー・介護保険事業所が企画・立案から研修、事業評価まで協働することで地域のケア

マネジメントを向上させていきます。 

 

（２）地域ケア個別会議（介護予防普及展開事業） 

 

自立支援・介護予防の観点を踏まえて地域ケア個別会議を活用することで「要支援

者等の生活行為の課題の解決等、状態の改善に導き、自立を促すこと」ひいては「高

齢者のＱＯＬの向上」を目指していきます。 

具体的には、多職種からの専門的な助言を得ることで、ケアマネジメントを実施し

高齢者の生活行為の課題等を明らかにし、介護予防に資するケアプラン作成とそのケ

アプランに則したケア等の提供を行うことが出来る地域づくりを行ってまいります。 

 

（３）国民健康保険団体連合会との連携 

 

神奈川県国民健康保険団体連合会において、保険者等が介護費用適正化対策のため

に活用できるよう、認定者の状況や事業所の状況に関する各種の情報を提供する体制

が整備されております。このシステムを活用して、医療情報との突合、縦覧点検等、

給付の適正化に取り組みます。 
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（４）住宅改修に関する調査、福祉用具購入・貸与 

 

住宅改修費の給付に関する利用者宅や利用者の状態等の確認及び施工状況の確認、

福祉用具購入費・福祉用具貸与に関する利用者に対する必要性の確認を行ってまいり

ます。 

 

（５）要介護認定の適正化 

  

要介護・要支援認定における訪問調査の実施及び委託訪問調査に関しチェックを行

ってまいります。 

 

（６）介護給付費通知 

 

介護サービス利用者又は家族に対し利用サービスの内容と費用総額等の内訳の通

知を行い、介護給付適正化につなげていきます。 
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５ 自立支援、重度化防止に対する対応 

団塊の世代が全員 75 歳以上になる 2025 年（平成 37 年）に向け、高齢者のＱＯＬ

（生活の質）の向上を図り、要支援・要介護認定の状態になっても重度化を防止する

とともに、高齢者の尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む

ことができる支援体制を構築してまいります。 

 

 

地域ケア個別会議（介護予防普及展開事業）（再掲） 

【事業内容】 

主任介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、管理栄養士等

により要支援１・２．総合事業対象者、要介護１の者の（介護予防）居宅サー

ビス計画書、課題整理総括表等に対する検討を加え、自立支援、重度化防止等

への対応を図ってまいります。 

 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

対象ケアプラン数 － － 12 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

対象ケアプラン数 24 24 24 
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６ 予防給付サービスの推進 

（１）介護予防サービス 

１）介護予防訪問看護 

【事業内容】 

訪問看護が必要と主治医が認めた要支援者を対象に、その居宅において看護

師等が療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 120 188 194 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 210 226 242 

 

２）介護予防訪問リハビリテーション 

【事業内容】 

要支援者を対象に、理学療法士（ PT）や作業療法士（ OT）が自宅を訪問し、

必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 48 115 122 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 131 144 157 

 

 

３）介護予防居宅療養管理指導 

【事業内容】 

要支援者を対象に、病院等の医師、歯科医師、薬剤師等が、療養上の管理及

び指導をします。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 519 773 727 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 781 835 989 
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４）介護予防通所リハビリテーション 

【事業内容】 

介護老人保健施設などに通って、心身機能の維持、回復のためのリハビリテ

ーションを受けるサービスで、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上

を選択できます。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 842 639 697 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 756 815 873 

 

 

５）介護予防短期入所生活介護 

【事業内容】 

要支援者を対象に、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他日

常生活上の世話及び機能訓練を行い、身体機能の維持・向上を図ります。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 43 75 63 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 72 81 99 

 

 

６）介護予防短期入所療養介護 

【事業内容】 

要支援者を対象に、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、身体機能の維

持・向上を図ります。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 ０ ２ １ 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 １ １ １ 
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７）介護予防特定施設入居者生活介護 

【事業内容】 

有料老人ホーム等の施設に入居している要支援者を対象に、当該特定施設が

計画に基づき入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓

練及び療養上の世話をします。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 215 331 353 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 375 398 420 

 

８）介護予防福祉用具貸与 

【事業内容】 

心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要支援者を対象に、日常

生活上の便宜を図るため、また、要支援者の機能訓練のために福祉用具（対象

品目が定められています）を貸与します。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,147 1,129 1,245 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,361 1,478 1,594 

 

 

９）特定介護予防福祉用具販売 

【事業内容】 

要支援者を対象に、日常生活を送る上で必要な福祉用具の購入に対し、その

費用の一部を支給します。（対象品目が定められています） 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 36 38 39 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 40 41 42 

 

  



110 

 

（２）その他サービス 

１）介護予防住宅改修 

【事業内容】 

要支援者を対象に、自宅の廊下、トイレ等の手すりの取り付けや段差の解消

など、住宅改修に必要な費用の一部を支給します。（対象工事が定められていま

す） 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 53 66 ７０ 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 72 74 76 

 

２）介護予防支援 

【事業内容】 

要支援認定を受けた方が、介護予防サービスを利用するためには、地域包括

支援センターが作成するケアプランが必要となります。要支援認定を受けた方

が適切なサービスを利用できるように、地域包括支援センターが利用者の心身

の状況等を的確に把握し、介護予防サービスの利用計画を作成し、サービス提

供事業者との連絡や調整を行います。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 3,248 3,450 2,136 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 2,394 2,467 2,539 

 

  ※ 平成29年４月より介護予防支援の一部は総合事業に移行しています。 

  （総合事業 通所型サービス、訪問型サービスのみに対するケアプランは総合事業に移行しています。） 
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７ 介護給付サービスの推進 

（１）居宅サービス 

１）訪問介護 

【事業内容】 

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排泄などの身体の介護や買物、洗

濯、掃除、炊事などの生活の援助を行うサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 3,199 3,133 3,151 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 3,200 3,266 3,344 

 

２）訪問入浴介護 

【事業内容】 

家庭で入浴することが困難な寝たきりの方などに対して、入浴車が自宅を訪

問し、簡易浴槽を使って、居室で入浴できるサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 295 210 228 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 240 252 264 
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３）訪問看護 

【事業内容】 

自宅で療養している方に対して看護師等が訪問し、必要な看護を提供すると

ともに、家族に対して看護方法等の指導を行うサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,237 1,421 1,564 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,707 1,850 1,993 

 

４）訪問リハビリテーション 

【事業内容】 

理学療法士（PT）や作業療法士（ OT）が自宅を訪問し、必要なリハビリテー

ションを行うサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 141 263 306 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 349 392 435 
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５）居宅療養管理指導 

【事業内容】 

自宅で療養している方に対して、医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療

養する上での指導やアドバイスを行うサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 5,064 5,491 6,090 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 6,690 7,290 7,889 

 

６）通所介護 

【事業内容】 

デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴、健康チェック、レクリエ

ーション、リハビリなどを受けるサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 4,023 2,883 2,928 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 3,177 3,250 3,322 

 

※2016年（平成 28年）４月より、定員 19人未満の通所介護事業所は市町村が指定する地域密着型

通所介護事業所に移行されました。 

 

７）通所リハビリテーション 

【事業内容】 

介護老人保健施設などに通って、心身機能の維持、回復のためのリハビリテ

ーションを受けるサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,658 1,481 1,450 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,473 1,495 1,566 
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８）短期入所生活介護 

【事業内容】 

介護老人福祉施設や介護老人保健施設等に短期間入所し、食事や着替え、入

浴など日常生活の介護を受けるサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,428 1,336 1,396 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,432 1,470 1,498 

 

 

９）短期入所療養介護 

【事業内容】 

保健・医療施設に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士から、医学的管

理のもと、リハビリなどを受けるサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 238 141 128 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 130 136 143 

 

 

10）特定施設入居者生活介護 

【事業内容】 

特定施設として指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等に入所している

方が、入浴、排せつ、食事、その他の日常生活上の介護やリハビリなどを介護

保険で利用できるサービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,386 1,544 1,629 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,724 1,819 1,913 
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11）福祉用具貸与 

【事業内容】 

日常生活を送る上で必要な福祉用具（対象品目が定められています）を貸与

し、高齢者の生活の自立を支援します。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 4,479 4,503 4,690 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 4,877 5,065 5,252 

 

12）特定福祉用具販売 

【事業内容】 

日常生活を送る上で必要な福祉用具の購入に対し、その費用の一部を支給し

ます。（対象品目が定められています） 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 85 96 90 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 95 100 105 
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（２）施設サービス 

１）特別養護老人ホーム 

【事業内容】 

自宅での生活が困難な要介護者に対して、入浴や排せつ、食事など生活全般

の介護などを行う施設です。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 2,009 1,976 2,009 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 2,043 2,077 2,110 

 

２）介護老人保健施設 

【事業内容】 

病状が安定している要介護者に対して、在宅復帰を目指し、看護・介護サー

ビスを中心とした医療的ケア、リハビリテーション、日常生活の介護を行う施

設です。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,549 1,501 1,520 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 1,539 1,558 1,557 

 

３）介護療養型医療施設 

【事業内容】 

長期の療養を必要とする要介護者に対して、療養上の管理や看護、リハビリ

などを行う施設です。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 22 ７ ０ 
  

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 ０ ０ ０ 
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（３）その他サービス 

１）住宅改修 

【事業内容】 

自宅の廊下、トイレ等の手すりの取り付けや段差の解消など、住宅改修に必

要な費用の一部を支給します。（対象工事が定められています） 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 84 75 79 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 82 86 90 

 

２）居宅介護支援 

【事業内容】 

介護支援専門員が、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 7,171 6,946 7,046 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 7,150 7,252 ７，３５４ 
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８ 地域密着型サービスの推進 

１）認知症対応型通所介護 

【事業内容】 

認知症高齢者専用の通所介護サービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 258 258 262 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 272 285 297 

 

 

２）介護予防認知症対応型通所介護 

【事業内容】 

認知症高齢者専用の介護予防通所介護サービスです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 24 22 24 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 26 29 31 

 

３）認知症対応型共同生活介護 

【事業内容】 

認知症はあるものの共同生活が可能な方が、日常生活の介護を受けながら１

ユニット９人程度の少人数で共同生活するサービスです。  

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 285 293 293 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 294 295 296 
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４）小規模多機能型居宅介護 

【事業内容】 

サービスの拠点への通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時

訪問、宿泊を組み合わせることで居宅における生活の継続を支援するサービス

です。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 206 216 262 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 308 355 401 

 

 

５）介護予防小規模多機能型居宅介護 

【事業内容】 

サービスの拠点への通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時

訪問、宿泊を組み合わせることで居宅における生活の継続を支援するサービス

です。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 35 71 88 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 105 123 140 

 

 

６）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

【事業内容】 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を

通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら定期巡回型訪問と随時の対応

を行います。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 50 44 30 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 32 33 34 

  



120 

 

７）地域密着型通所介護 

【事業内容】 

定員 19 人未満のデイサービスセンターに通って、食事や入浴、健康チェック、

レクリエーション、リハビリなどを受けるサービスです。（平成 28 年度から事

業開始） 

 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

延べ利用件数 － 924 769 
 

 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

延べ利用件数 785 794 1,004 
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９ その他サービスの推進 

１）高額介護サービス費 

【事業内容】 

介護保険サービスの自己負担額が重くなりすぎないよう、利用者の所得段階

別に設けた基準額を超える自己負担額が発生した場合に、基準額を超えた分に

ついて払い戻しを行うものです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

給付費（円） 51,219,324円 61,674,553円 61,280,000円 
 
 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

給付費（円） 66,373,000円 73,011,000円 80,313,000円 

 

２）高額医療・高額介護合算費 

【事業内容】 

介護保険サービスの自己負担額と医療費の一部負担金等の合計額が高額とな

った場合、利用者の所得段階別に設けた基準額を超える自己負担額分について

払い戻しを行うものです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

給付費（円） 7,935,609円 9,350,471円 9,854,000円 
 
 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

給付費（円） 10,839,000円 11,923,000円 13,116,000円 

 

３）特定入所者介護サービス等費 

【事業内容】 

介護保険施設（短期入所も含む）に入所している低所得者層の人に対して、

居住費（滞在費）、食費に一定の自己負担限度額を設けて、負担が重くなり過ぎ

ないようにするものです。 

実績値 
平成27年度 

（実績） 

平成28年度 

（実績） 

平成29年度 

（見込み） 

給付費（円） 93,661,616円 79,089,593円 77,332,000円 
 
 

目標値 
平成30年度 

（見込み） 

平成31年度 

（見込み） 

平成32年度 

（見込み） 

給付費（円） 78,879,000円 80,457,000円 82,067,000円 
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10 介護人材の確保、サービスの質の向上 

団塊世代全てが 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）、団塊ジュニア世代が全員

65 歳以上となる 2040 年（平成 52 年）を見据え、介護人材の確保は重要な課題とな

っています。 

また、高齢者のＱＯＬ（生活の質）の向上を目指すためには、ケアマネジャーのみ

ならず通所介護事業所等サービス事業所の質の向上が求められております。  

 

【介護人材の確保】 

住民主体のサービスへの支援、基準緩和型サービスの創出等により介護の専門

職でないと出来ないサービスとそうでないサービスの棲み分けをすることによっ

て、介護人材の効率的な確保を目指していきます。 

また、逗子市葉山町ケアマネジメント適正化事業を推進することによって介護

職員の意識の向上を図り、介護人材の確保を目指していきます。 

 

【サービスの質の確保】 

介護サービスの質の確保を行うため、逗子市葉山町ケアマネジメント適正化事

業を推進してまいります。 

ケアマネジャーの思考過程を見える化する「アローチャート」の手法を用いて、

ケアマネジャーのみならず参加する通所介護事業所等、介護サービス事業所職員

に介護状態になった根本原因の追究、自立支援に向けたプランニング（計画作り）

を促進してまいります。 

 

【逗子市葉山町ケアマネジメント適正化事業】 

地理的にも、住民相互の関係性の強い逗子市と共に、行政・地域包括支援セン

ター・地域包括支援センターが協働して自立支援に向けた各種研修を実施してい

きます。 

 

１ ケアマネジメント適正化研修 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に対し基

準等の集団指導講習を実施。 

２ 新任・現任研修 逗子葉山地域での勤務が３年未満のケアマネジャーを

中心にしてケアマネジメント研修を実施。 

３ 相談力向上研修 介護事業所職員に対し、相談面接技法の習得を目指す

研修を実施。 

４ アセスメント力向上研修 アローチャートの手法を用いてアセスメント力向上研

修を実施。 

  


